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第 72回花まつり標語『 思いやる こころを一つに 花まつり 』 

 
寒さの中に春の気配を感じる頃となりました。 

３月は季節の変わり目ですので体調には十分に気をつけてください。 
 

●春季彼岸会大法要（3/20）  

先祖ご供養の「ご法名」についてご家族・ご同縁の皆さまへお伝えください。  

ご法名(戒名)を法名用紙にしたため、お納めしましょう！ 

①法名用紙は､会計カウンター前または本堂階段を上がった祈願所にあります。 

②法名用紙に筆ペンなどで「○○家先祖代々之諸精霊」と書きます。 

③過去帳をお持ちの方は、過去帳にあるご法名を書き写します。 

1 枚に上下三体ずつ、六体まで書くことができます。 

④お納めする場所は、本仏殿本堂浜縁側通路、または各別院の三方に納めます。  

「ご法名」と書かれた多当(のし袋)に支部名、氏名(施主)を書き、お布施 

（各位のお気持ちの額）を添えてこ法名専用の大三方にお出しください。 

⑤故人で、ご法名のついていない精霊をご供養されたい場合は、法務室まで 

ご相談ください。 
 

●花まつり功徳 
『孝道山花まつり』は、お釈迦さまのご生誕をお祝いする行事の他に、私

たちが幸せになる御教えに感謝と喜びをもってお祝いする行事です。『孝

道山花まつり』は、その意義をよく理解し、菩薩行の実践に取り組み、世

の中を少しでも良くしようと感謝と喜びをもって行われるものです。 

どうぞ花まつり功徳の布施の行を実践し、德を積ませていただくように精進して参りましょう。 
 

●「孝道山十三詣り」のご案内 【新たな中学校生活をスタートしませんか。】 
『孝道山十三詣り』は、数え年１３歳を迎えた少年少女が、これまで健やかに成長

できたことに感謝し、厄難をはらい、智慧を授かるためのお祓いです。智慧詣り・

智慧もらいとも呼ばれています。孝道山では各人のご都合に合わせて

年間を通じて実施しています。ご都合のよい日をお選びください。 

十三詣りで、本堂にまつられる観音さまの優しいまなざしに見守られて、

「智慧」「思いやりの心」「福徳」をお受けください。 問合せ先：法務部（法務室） 

※令和６年３月 20 日(祝)は、統理さまよりお祓いとご法話があります。是非ご参加ください。 

（詳細は別紙用紙） 申込みは事務局会計カウンターにて 問合せ先：青少年課 045-432-1201 
 

●18 歳（新高校３年生）・ご家族の皆さまへ ～「１８歳成人」お祓い～ 

 2022 年より成年年齢が 20 歳から 18 歳に変わりました｡ (民法)親の同意を得なくても、自分の

意思で様々な契約ができるようになります。（例えば､携帯電話を契約す

る､クレジットカードをつくるなど）その契約に対して責任を負うの

は自分自身になります。孝道山ではこの成人になる 18 歳の時に、観

音さまの前でお祓いをする「18 歳成人」お祓いを新たに始めました。 

絵馬に自分の目標・願いなどを書き奉納します。是非、ご家族の方も

ご一緒にご参加ください。お子さまの成長を一緒にお祝いしましょ

う。家族写真を撮影します。（冥加料：7,000 円） 
 

●仏舎利殿 拝殿改善工事のご案内 （讃壇受付中）  
総工費：1 億 3,000 万円 讃壇（令和 6 年 2 月 15 日現在）7,460 万円（57％） 


